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埼玉県 さいたま市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 川越市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市民センターや子育て関係部署へのチラシの設置 ○ ○ ○ ○

埼玉県 熊谷市 ○ ○ ○ ○ ○
毎年10月に学校を通じて就学援助制度の書類を配
布している。

○ ○ ○ ○

埼玉県 川口市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

国公立、区域外通学の場合は、申請希望者が申請
書を学校に提出し、学校記入欄に必要事項を記載し
てもらう。その後、申請希望者が教育委員会に申請
書を提出する。

○ ○ ○
目立つようにパンフレットを色紙で印刷、パンフレット
を外国語翻訳（英語、中国語、トルコ語）

埼玉県 行田市 ○ ○ ○ ○ ○
教育委員会から現年度認定児童生徒がいる世帯へ
申請書と案内を送付

○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 秩父市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 児童扶養手当担当課で、制度案内を配布。 ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 所沢市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 飯能市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 加須市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 本庄市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 東松山市 ○ ○ ○
就学時健康診断の結果通知と併せて案内を送付し
ている。

○ ○ ○ ○

埼玉県 春日部市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 狭山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 羽生市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

庁舎内のテレビにて案内、自動販売機のメッセージ
ボードへ掲載。メール、LINEサービスを用いての周
知。他の部署が発行する市民への案内の書類や冊
子に掲載

○ ○ ○ ○

埼玉県 鴻巣市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 深谷市 ○ ○ ○ ○ ○ 市役所のウェブサイトに制度案内を掲載 ○ ○ ○ ○

埼玉県 上尾市 ○ ○ ○ ○ ○
毎年２月（次年度就学援助費申請受付開始月）に学
校で就学援助制度の書類を配布

○ ○ ○

埼玉県 草加市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
基本的にアだが、小学校入学前の入学準備金の申
請を希望する場合は、教育委員会に提出

○ ○

埼玉県 越谷市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

５月末までに申請し、認定になった場合は４月１日認
定としている。６月以降に申請し認定となった場合
は、申請月の翌月１日付け認定としている。
申請期間は、４月（例年入学式以降を開始日としてい
る。）～翌年１月末までとしている。

○ ○ ○ ○ ○

転入者には必ず就学援助制度の案内をしている。５
月末までの受付期間において日曜受付を２回実施し
ているため、教育委員会から保護者宛メールで実施
日等を通知している。

埼玉県 蕨市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 戸田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 入間市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 朝霞市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・各小・中学校の学校便りに周知文を掲載　・学校
メールにて全児童生徒の保護者に周知文を送付

○

準要保護：随時申請を受け付けており、支給要件に
該当することとなった日から援助
要保護：生活保護担当課から生活保護受給者情報
の提供を受け認定するため申請不要

○ ○

準要保護：申請の有無にかかわらず、全員が学校若
しくは教育委員会に申請用紙を提出、または電子申
請フォームから回答　　　　　　　　　　　　　　　　　要保
護：生活援護担当課から生活保護受給者情報の提
供を受け認定するため提出不要

○ ○ ○ ○
回答者の負担とならないよう電子申請フォームから
の受付が可能

埼玉県 志木市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
要保護については、福祉事務所より、受給者名簿を
提出してもらう。

○ ○

埼玉県 和光市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

・各小中学校の4月の学校だよりに掲載
・転入時に配付される市の冊子に掲載
・入学通知書発送時にチラシを同封
・教育委員会の窓口にチラシを設置
・福祉部署発行の冊子に掲載

○ ○ ○ ○

埼玉県 新座市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 桶川市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 久喜市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 郵送による受付も可とします。 ○ ○

埼玉県 北本市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
学校費についてお知らせする学校からの通知の裏面
等で、就学援助制度について掲載し、周知を図って
いる。

Ⅰ　令和６年度就学援助制度の実施について
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市区町村都道府県

１．就学援助制度の周知方法

（１）就学援助制度の周知方法（あてはまるもの全てに○）

（２）（１）のコの内容

（３）就学援助（要保護・準要保護）の申請期間
（あてはまるもの１つに○）

（４）（３）のオの内容・補足事項

（５）就学援助（要保護・準要保護）の申請書の提出方法
（あてはまるもの全てに○）

（６）（５）のクの内容

（７）就学援助制度の周知方法や申請書の表記等の工夫（あ
てはまるもの全てに○）

（８）（７）のカの内容

ク．その
他

ア．目に
つきやす
いタイト
ルや平
易な文面
の使用
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語の申
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成
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１．就学援助制度の周知方法

（１）就学援助制度の周知方法（あてはまるもの全てに○）

（２）（１）のコの内容

（３）就学援助（要保護・準要保護）の申請期間
（あてはまるもの１つに○）

（４）（３）のオの内容・補足事項

（５）就学援助（要保護・準要保護）の申請書の提出方法
（あてはまるもの全てに○）

（６）（５）のクの内容

（７）就学援助制度の周知方法や申請書の表記等の工夫（あ
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いタイト
ルや平
易な文面
の使用
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埼玉県 八潮市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
新規の児童扶養手当受給者に制度のお知らせを配
布。

○ ○ ○

埼玉県 富士見市 ○ ○ ○ ○ ○
就学時健康診断の通知文書及び案内等を各世帯に
送付する際、就学援助制度の案内を同封

○ ○ ○ ○ ○ 英語版の就学援助制度の案内を作成

埼玉県 三郷市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 蓮田市 ○ ○ ○ ○ ○
当初申請分はアの内容による。当初申請期間を過ぎ
たものは申請日から援助。

○ ○ ○ ○
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１．就学援助制度の周知方法

（１）就学援助制度の周知方法（あてはまるもの全てに○）

（２）（１）のコの内容

（３）就学援助（要保護・準要保護）の申請期間
（あてはまるもの１つに○）

（４）（３）のオの内容・補足事項

（５）就学援助（要保護・準要保護）の申請書の提出方法
（あてはまるもの全てに○）

（６）（５）のクの内容
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埼玉県 坂戸市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
・転入時に就学援助制度の書類を配布
・関係する他課で就学援助制度の書類を配布

○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 幸手市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 鶴ヶ島市 ○ ○ ○ ○ ○
毎年1月就学援助申請期間内に、小学１年生から中
学２年生の全児童生徒へ就学援助制度の書類を学
校で配布

○ ○ ○ ○

埼玉県 日高市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
就学支援制度の案内が記載されているメールを保護
者へ送信。

○ ○ ○ ○ 就学援助制度の案内を色用紙に印刷。

埼玉県 吉川市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

保護者メールシステムを通して案内を送付。児童扶
養手当通知発送時に就学援助案内を同封。給食費
未納世帯への催促書送付時に就学援助案内を同
封。

○ ○ ○ 電子申請からの申請も可 ○ ○ ○
国の作成する制度の周知をホームページに掲載して
いる

埼玉県 ふじみ野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

就学時健康診断の際に学校で制度の説明をしてい
る。電子メールで制度の案内をしている。他課との連
携により生活保護廃止・停止時、市民相談時、児童
扶養手当申請時、学校給食費滞納時等において制
度の案内をしてもらっている。

○ ○ ○ ○

埼玉県 白岡市 ○ ○ ○ ○

窓口での問い合わせに対して、パンフレット「就学援
助のお知らせ」を配付している。
市発行の「子育て支援ガイドフック」に制度の案内を
記載している。
在籍児童生徒の保護者に学校からメールで周知をし
ている。

○

４月末日までに申請した方については、年度当初（４
月１日）からの認定としている。年度途中に申請した
方については、申請月の翌月１日付の認定としてい
る。

○ ○ ○ ○
在籍児童生徒の保護者に学校からメールで周知をし
ている。
児童扶養手当の申請時に周知している。

埼玉県 伊奈町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 三芳町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 毛呂山町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 越生町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 滑川町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 嵐山町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 小川町 ○ ○ ○ ○
町のホームページに制度を掲載（教育委員会独自の
ウェブサイトはない）

○ ○ ○

埼玉県 川島町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 吉見町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 鳩山町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各学校に対して制度を書面で周知 ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 ときがわ町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 横瀬町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 皆野町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 長瀞町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 小鹿野町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 東秩父村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 美里町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 神川町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 上里町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
英語・ポルトガル語・スペイン語に翻訳した周知用の
書類を用意し、必要に応じて外国籍保護者へ配布し
ている。

埼玉県 寄居町 ○ ○ ○ ○ ○ ○
新年度の申請を受け付ける際に、前年度に認定され
た保護者に対し、教育委員会から学校を経由して申
請書等の書類一式を渡している。

○ ○ ○ 学校を通じて、保護者に案内通知を送付している。

埼玉県 宮代町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 杉戸町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 松伏町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 入学通知書を送付する際に案内を同封している。 ○ ○ ○
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埼玉県 さいたま市

埼玉県 川越市

埼玉県 熊谷市

埼玉県 川口市

埼玉県 行田市

埼玉県 秩父市

埼玉県 所沢市

埼玉県 飯能市

埼玉県 加須市

埼玉県 本庄市

埼玉県 東松山市

埼玉県 春日部市

埼玉県 狭山市

埼玉県 羽生市

埼玉県 鴻巣市

埼玉県 深谷市

埼玉県 上尾市

埼玉県 草加市

埼玉県 越谷市

埼玉県 蕨市

埼玉県 戸田市

埼玉県 入間市

埼玉県 朝霞市

埼玉県 志木市

埼玉県 和光市

埼玉県 新座市

埼玉県 桶川市

埼玉県 久喜市

埼玉県 北本市

市区町村都道府県

62 1 0 0 0 0 0 62 0 1 0 1 0 0 0 1 8 20 32 0 42 36 14 46 29 1 2 0 2 8 8 1 0 0 0 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
就学時健康診断の結果通知と併せて案内を送付し
ている。

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ・就学時健康診断の通知に同封

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・入学通知書発送時にチラシを同封

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅰ　令和６年度就学援助制度の実施について

２．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護）

令和６年７月時点の市区町村の実施（検討）状況（あてはまるもの１つに○）

カ．　１月 キ．　２月 ク．　３月 ケ． ４月
初旬（入
学式前）

ア．教育
委員会の
ウェブサイ
トに案内を
掲載

イ．自治体
の広報誌
等に案内
を掲載

ケ．小学
校入学
予定者
がいる家
庭へ案
内を送付

コ．その
他

ア．予算
の確保
が困難だ
から

エ．（入
学前支
給とは異
なる）自
治体独
自の教
育費負
担軽減
制度があ
るから

＜小学校＞（６）（５）のコの内容
＜小学校＞（７）（４）でア．イ．ウ．エに○をした場合、
（入学前支給の）①周知時期、②申請期日、③（アの
場合）支給時期

＜小学校＞（８）（１）でウと回答した場合のその理
由（あてはまるもの全てに○）

＜小学校＞（９）（８）のエ及びオの内容オ．その
他

ウ．就学
案内の書
類に記載
又は就学
案内の書
類とともに
配布

エ．就学
時健康診
断の際に
案内を配
布

オ．学校
の入学前
説明会の
際に案内
を配布

カ．域内の
幼稚園や
保育所で
案内を配
布

キ．域内
の小中
学校で在
校生及
び保護
者に対し
て案内を
配布（兄
弟姉妹
がいる場
合など）

ク．民生
委員やス
クール
ソーシャ
ルワー
カー等か
ら案内を
配布

イ．規則
改正など
の内部
手続きに
時間が
かかるか
ら

ウ．認定
回数が
増える、
支給後に
転居へし
た場合の
対応な
ど、事務
業務量
が増加
するから

＜小学校＞（１）実施・検討状況について

＜小学校＞（２）（１）のカの内容カ．その
他

ア．入学
前支給を
行ってい

る

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが、
現在検

討はして
いる

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず、現
在検討も
していな

い

エ．そも
そも新入
学学用

品やその
費用を無
償化して
いるた

め、入学
前支給を
行ってい

ない

オ．そも
そも対象
者がいな
いため、
入学前
支給を

行ってい
ない

エ．未定 ア．　８月
以前

イ．  ９月 ウ．１０月 エ．１１月 オ．１２月

＜小学校＞（３）（１）でアと回答した場合
は入学前支給を導入した時期、イと回
答した場合は導入開始を検討（予定）し
ている時期

＜小学校＞（４）（１）でアと回答した場合、支給した時期（複数回支給している場合は最初の時期） ＜小学校＞（５）（１）でアと回答した場合、小学校入学前の者に対する周知方法（あてはまるもの全てに○）

ア．令和
５年度
（令和６
年度新
入学分）
以前

イ．令和
６年度
（令和７
年度新
入学分）

ウ．令和
７年度
（令和８
年度新
入学分）
以降
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市区町村都道府県

埼玉県 八潮市

埼玉県 富士見市

埼玉県 三郷市

埼玉県 蓮田市

62 1 0 0 0 0 0 62 0 1 0 1 0 0 0 1 8 20 32 0 42 36 14 46 29 1 2 0 2 8 8 1 0 0 0 0 0 0

Ⅰ　令和６年度就学援助制度の実施について

２．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護）

令和６年７月時点の市区町村の実施（検討）状況（あてはまるもの１つに○）

カ．　１月 キ．　２月 ク．　３月 ケ． ４月
初旬（入
学式前）

ア．教育
委員会の
ウェブサイ
トに案内を
掲載

イ．自治体
の広報誌
等に案内
を掲載

ケ．小学
校入学
予定者
がいる家
庭へ案
内を送付

コ．その
他

ア．予算
の確保
が困難だ
から

エ．（入
学前支
給とは異
なる）自
治体独
自の教
育費負
担軽減
制度があ
るから

＜小学校＞（６）（５）のコの内容
＜小学校＞（７）（４）でア．イ．ウ．エに○をした場合、
（入学前支給の）①周知時期、②申請期日、③（アの
場合）支給時期

＜小学校＞（８）（１）でウと回答した場合のその理
由（あてはまるもの全てに○）

＜小学校＞（９）（８）のエ及びオの内容オ．その
他

ウ．就学
案内の書
類に記載
又は就学
案内の書
類とともに
配布

エ．就学
時健康診
断の際に
案内を配
布

オ．学校
の入学前
説明会の
際に案内
を配布

カ．域内の
幼稚園や
保育所で
案内を配
布

キ．域内
の小中
学校で在
校生及
び保護
者に対し
て案内を
配布（兄
弟姉妹
がいる場
合など）

ク．民生
委員やス
クール
ソーシャ
ルワー
カー等か
ら案内を
配布

イ．規則
改正など
の内部
手続きに
時間が
かかるか
ら

ウ．認定
回数が
増える、
支給後に
転居へし
た場合の
対応な
ど、事務
業務量
が増加
するから

＜小学校＞（１）実施・検討状況について

＜小学校＞（２）（１）のカの内容カ．その
他

ア．入学
前支給を
行ってい

る

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが、
現在検

討はして
いる

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず、現
在検討も
していな

い

エ．そも
そも新入
学学用

品やその
費用を無
償化して
いるた

め、入学
前支給を
行ってい

ない

オ．そも
そも対象
者がいな
いため、
入学前
支給を

行ってい
ない

エ．未定 ア．　８月
以前

イ．  ９月 ウ．１０月 エ．１１月 オ．１２月

＜小学校＞（３）（１）でアと回答した場合
は入学前支給を導入した時期、イと回
答した場合は導入開始を検討（予定）し
ている時期

＜小学校＞（４）（１）でアと回答した場合、支給した時期（複数回支給している場合は最初の時期） ＜小学校＞（５）（１）でアと回答した場合、小学校入学前の者に対する周知方法（あてはまるもの全てに○）

ア．令和
５年度
（令和６
年度新
入学分）
以前

イ．令和
６年度
（令和７
年度新
入学分）

ウ．令和
７年度
（令和８
年度新
入学分）
以降

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 就学時健康診断の案内送付時に、案内を同封

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
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市区町村都道府県

埼玉県 坂戸市

埼玉県 幸手市

埼玉県 鶴ヶ島市

埼玉県 日高市

埼玉県 吉川市

埼玉県 ふじみ野市

埼玉県 白岡市

埼玉県 伊奈町

埼玉県 三芳町

埼玉県 毛呂山町

埼玉県 越生町

埼玉県 滑川町

埼玉県 嵐山町

埼玉県 小川町

埼玉県 川島町

埼玉県 吉見町

埼玉県 鳩山町

埼玉県 ときがわ町

埼玉県 横瀬町

埼玉県 皆野町

埼玉県 長瀞町

埼玉県 小鹿野町

埼玉県 東秩父村

埼玉県 美里町

埼玉県 神川町

埼玉県 上里町

埼玉県 寄居町

埼玉県 宮代町

埼玉県 杉戸町

埼玉県 松伏町

62 1 0 0 0 0 0 62 0 1 0 1 0 0 0 1 8 20 32 0 42 36 14 46 29 1 2 0 2 8 8 1 0 0 0 0 0 0

Ⅰ　令和６年度就学援助制度の実施について

２．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護）

令和６年７月時点の市区町村の実施（検討）状況（あてはまるもの１つに○）

カ．　１月 キ．　２月 ク．　３月 ケ． ４月
初旬（入
学式前）

ア．教育
委員会の
ウェブサイ
トに案内を
掲載

イ．自治体
の広報誌
等に案内
を掲載

ケ．小学
校入学
予定者
がいる家
庭へ案
内を送付

コ．その
他

ア．予算
の確保
が困難だ
から

エ．（入
学前支
給とは異
なる）自
治体独
自の教
育費負
担軽減
制度があ
るから

＜小学校＞（６）（５）のコの内容
＜小学校＞（７）（４）でア．イ．ウ．エに○をした場合、
（入学前支給の）①周知時期、②申請期日、③（アの
場合）支給時期

＜小学校＞（８）（１）でウと回答した場合のその理
由（あてはまるもの全てに○）

＜小学校＞（９）（８）のエ及びオの内容オ．その
他

ウ．就学
案内の書
類に記載
又は就学
案内の書
類とともに
配布

エ．就学
時健康診
断の際に
案内を配
布

オ．学校
の入学前
説明会の
際に案内
を配布

カ．域内の
幼稚園や
保育所で
案内を配
布

キ．域内
の小中
学校で在
校生及
び保護
者に対し
て案内を
配布（兄
弟姉妹
がいる場
合など）

ク．民生
委員やス
クール
ソーシャ
ルワー
カー等か
ら案内を
配布

イ．規則
改正など
の内部
手続きに
時間が
かかるか
ら

ウ．認定
回数が
増える、
支給後に
転居へし
た場合の
対応な
ど、事務
業務量
が増加
するから

＜小学校＞（１）実施・検討状況について

＜小学校＞（２）（１）のカの内容カ．その
他

ア．入学
前支給を
行ってい

る

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが、
現在検

討はして
いる

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず、現
在検討も
していな

い

エ．そも
そも新入
学学用

品やその
費用を無
償化して
いるた

め、入学
前支給を
行ってい

ない

オ．そも
そも対象
者がいな
いため、
入学前
支給を

行ってい
ない

エ．未定 ア．　８月
以前

イ．  ９月 ウ．１０月 エ．１１月 オ．１２月

＜小学校＞（３）（１）でアと回答した場合
は入学前支給を導入した時期、イと回
答した場合は導入開始を検討（予定）し
ている時期

＜小学校＞（４）（１）でアと回答した場合、支給した時期（複数回支給している場合は最初の時期） ＜小学校＞（５）（１）でアと回答した場合、小学校入学前の者に対する周知方法（あてはまるもの全てに○）

ア．令和
５年度
（令和６
年度新
入学分）
以前

イ．令和
６年度
（令和７
年度新
入学分）

ウ．令和
７年度
（令和８
年度新
入学分）
以降

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
保護者メールシステムを活用して新入学世帯に案内
を送付

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 町のホームページに制度を掲載

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ 制度の案内を就学時健診結果とともに郵送

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ①１月頃　②４月末　③５月末

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 入学通知書を送付する際に案内を同封している。
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埼玉県 さいたま市

埼玉県 川越市

埼玉県 熊谷市

埼玉県 川口市

埼玉県 行田市

埼玉県 秩父市

埼玉県 所沢市

埼玉県 飯能市

埼玉県 加須市

埼玉県 本庄市

埼玉県 東松山市

埼玉県 春日部市

埼玉県 狭山市

埼玉県 羽生市

埼玉県 鴻巣市

埼玉県 深谷市

埼玉県 上尾市

埼玉県 草加市

埼玉県 越谷市

埼玉県 蕨市

埼玉県 戸田市

埼玉県 入間市

埼玉県 朝霞市

埼玉県 志木市

埼玉県 和光市

埼玉県 新座市

埼玉県 桶川市

埼玉県 久喜市

埼玉県 北本市

市区町村都道府県

62 1 0 0 0 0 0 62 0 1 0 1 0 0 0 3 5 23 30 0 0 0 0 0 0 0

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

Ⅰ　令和６年度就学援助制度の実施について

２．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護）

＜中学校＞（６）（５）のエ及びオの内容ア．予算
の確保
が困難だ
から

イ．規則
改正など
の内部
手続きに
時間が
かかるか
ら

ウ．認定
回数が
増える、
支給後に
転居へし
た場合の
対応な
ど、事務
業務量
が増加
するから

エ．（入
学前支
給とは異
なる）自
治体独
自の教
育費負
担軽減
制度があ
るから

オ．その
他

＜中学校＞（５）（１）でウと回答した場合のその理
由（あてはまるもの全てに○）

令和６年７月時点の市区町村の実施（検討）状況（あてはまるもの１つに○）

エ．そも
そも新入
学学用

品やその
費用を無
償化して
いるた

め、入学
前支給を
行ってい

ない

オ．そも
そも対象
者がいな
いため、
入学前
支給を

行ってい
ない

カ．その
他

＜中学校＞（１）実施・検討状況について

ア．入学
前支給を
行ってい

る

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが、
現在検

討はして
いる

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず、現
在検討も
していな

い

エ．未定 ア．　８月
以前

イ．  ９月ア．令和５
年度（令
和６年度
新入学
分）以前

イ．令和６
年度（令
和７年度
新入学
分）

ウ．令和７
年度（令
和８年度
新入学
分）以降

＜中学校＞（２）（１）のカの内容

＜中学校＞（３）（１）でアと回答した場合は
入学前支給を導入した時期、イと回答した
場合は導入開始を検討（予定）している時期

＜中学校＞（４）（１）でアと回答した場合、支給した時期（複数回支給している場合は最初の
時期）

ウ．１０
月

ケ． ４月
初旬（入
学式前）

エ．１１月 オ．１２
月

カ．　１月 キ．　２
月

ク．　３月



63 63

市区町村都道府県

埼玉県 八潮市

埼玉県 富士見市

埼玉県 三郷市

埼玉県 蓮田市

62 1 0 0 0 0 0 62 0 1 0 1 0 0 0 3 5 23 30 0 0 0 0 0 0 0

Ⅰ　令和６年度就学援助制度の実施について

２．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護）

＜中学校＞（６）（５）のエ及びオの内容ア．予算
の確保
が困難だ
から

イ．規則
改正など
の内部
手続きに
時間が
かかるか
ら

ウ．認定
回数が
増える、
支給後に
転居へし
た場合の
対応な
ど、事務
業務量
が増加
するから

エ．（入
学前支
給とは異
なる）自
治体独
自の教
育費負
担軽減
制度があ
るから

オ．その
他

＜中学校＞（５）（１）でウと回答した場合のその理
由（あてはまるもの全てに○）

令和６年７月時点の市区町村の実施（検討）状況（あてはまるもの１つに○）

エ．そも
そも新入
学学用

品やその
費用を無
償化して
いるた

め、入学
前支給を
行ってい

ない

オ．そも
そも対象
者がいな
いため、
入学前
支給を

行ってい
ない

カ．その
他

＜中学校＞（１）実施・検討状況について

ア．入学
前支給を
行ってい

る

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが、
現在検

討はして
いる

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず、現
在検討も
していな

い

エ．未定 ア．　８月
以前

イ．  ９月ア．令和５
年度（令
和６年度
新入学
分）以前

イ．令和６
年度（令
和７年度
新入学
分）

ウ．令和７
年度（令
和８年度
新入学
分）以降

＜中学校＞（２）（１）のカの内容

＜中学校＞（３）（１）でアと回答した場合は
入学前支給を導入した時期、イと回答した
場合は導入開始を検討（予定）している時期

＜中学校＞（４）（１）でアと回答した場合、支給した時期（複数回支給している場合は最初の
時期）

ウ．１０
月

ケ． ４月
初旬（入
学式前）

エ．１１月 オ．１２
月

カ．　１月 キ．　２
月

ク．　３月

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○
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市区町村都道府県

埼玉県 坂戸市

埼玉県 幸手市

埼玉県 鶴ヶ島市

埼玉県 日高市

埼玉県 吉川市

埼玉県 ふじみ野市

埼玉県 白岡市

埼玉県 伊奈町

埼玉県 三芳町

埼玉県 毛呂山町

埼玉県 越生町

埼玉県 滑川町

埼玉県 嵐山町

埼玉県 小川町

埼玉県 川島町

埼玉県 吉見町

埼玉県 鳩山町

埼玉県 ときがわ町

埼玉県 横瀬町

埼玉県 皆野町

埼玉県 長瀞町

埼玉県 小鹿野町

埼玉県 東秩父村

埼玉県 美里町

埼玉県 神川町

埼玉県 上里町

埼玉県 寄居町

埼玉県 宮代町

埼玉県 杉戸町

埼玉県 松伏町

62 1 0 0 0 0 0 62 0 1 0 1 0 0 0 3 5 23 30 0 0 0 0 0 0 0

Ⅰ　令和６年度就学援助制度の実施について

２．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護）

＜中学校＞（６）（５）のエ及びオの内容ア．予算
の確保
が困難だ
から

イ．規則
改正など
の内部
手続きに
時間が
かかるか
ら

ウ．認定
回数が
増える、
支給後に
転居へし
た場合の
対応な
ど、事務
業務量
が増加
するから

エ．（入
学前支
給とは異
なる）自
治体独
自の教
育費負
担軽減
制度があ
るから

オ．その
他

＜中学校＞（５）（１）でウと回答した場合のその理
由（あてはまるもの全てに○）

令和６年７月時点の市区町村の実施（検討）状況（あてはまるもの１つに○）

エ．そも
そも新入
学学用

品やその
費用を無
償化して
いるた

め、入学
前支給を
行ってい

ない

オ．そも
そも対象
者がいな
いため、
入学前
支給を

行ってい
ない

カ．その
他

＜中学校＞（１）実施・検討状況について

ア．入学
前支給を
行ってい

る

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが、
現在検

討はして
いる

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず、現
在検討も
していな

い

エ．未定 ア．　８月
以前

イ．  ９月ア．令和５
年度（令
和６年度
新入学
分）以前

イ．令和６
年度（令
和７年度
新入学
分）

ウ．令和７
年度（令
和８年度
新入学
分）以降

＜中学校＞（２）（１）のカの内容

＜中学校＞（３）（１）でアと回答した場合は
入学前支給を導入した時期、イと回答した
場合は導入開始を検討（予定）している時期

＜中学校＞（４）（１）でアと回答した場合、支給した時期（複数回支給している場合は最初の
時期）

ウ．１０
月

ケ． ４月
初旬（入
学式前）

エ．１１月 オ．１２
月

カ．　１月 キ．　２
月

ク．　３月

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○
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埼玉県 さいたま市

埼玉県 川越市

埼玉県 熊谷市

埼玉県 川口市

埼玉県 行田市

埼玉県 秩父市

埼玉県 所沢市

埼玉県 飯能市

埼玉県 加須市

埼玉県 本庄市

埼玉県 東松山市

埼玉県 春日部市

埼玉県 狭山市

埼玉県 羽生市

埼玉県 鴻巣市

埼玉県 深谷市

埼玉県 上尾市

埼玉県 草加市

埼玉県 越谷市

埼玉県 蕨市

埼玉県 戸田市

埼玉県 入間市

埼玉県 朝霞市

埼玉県 志木市

埼玉県 和光市

埼玉県 新座市

埼玉県 桶川市

埼玉県 久喜市

埼玉県 北本市

市区町村都道府県

４．就学援助率

（２）（１）
で ソ，タ
又はチ
に○を
した場
合，生
活保護
基準額
等に掛
ける係
数（倍
率）

（３）（１）
で ツに
○をし
た場
合，市
区町村
民税課
税最低
限度額
に掛け
る係数
（倍率）

倍 倍

44 44 39 38 38 48 14 14 30 32 12 13 15 25 16 26 17 1 3 13 59 1 13 1 63

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2

・火災、風水害、震災その他の災害の罹災（り災）に
より学用品、通学用品等に不自由している者
・その他特別な事由により、教育的配慮として就学援
助を必要とすると校長が認めた者

10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 20%未満

○ ○ ○ 1 15%未満

○ 1.3 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
市長が特に就学援助費の支給が必要であると認め
る者

20%未満

○ ○ ○ ○ 1.3 20%未満

○ 1.3
（７）就学援助の「保護者」について、原則　ア．として
いるが、世帯の状況等を踏まえて判断する場合もあ
る。

15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 15%未満

○ 1.3 15%未満

○ ○ ○ ○ 1.3 20%未満

○ 1.3 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住
帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の
支援に関する法律（平成６年法律第３０号）に基づく
支援給付を受けている者
・学校長の意見により援助が必要であると認められ
る者

20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他市長が準ずると認める者 10%未満

○ ○ 1.3 15%未満

○ 1.3 10%未満

○ ○ ○ 1.3 15%未満

○ 1.3 20%未満

○ ○ 1.3 15%未満

○ 1.3 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 ・その他、教育長が特に援助を必要と認める者 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 10%未満

○ 1.3 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
疾病、災害、失業等により著しく生活状態が悪化した
など特別な事情がある場合。

15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
要件ク、サ、シ、スについては、直接の認定要件とは
せずに、要件ソを満たしたうえで認定。

10%未満

（５）補足事項

テ．離
職や病
気等の
理由に
よって
家計が
急変し
た者

（１）　令和６年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）

（４）（１）でトと回答した場合，その他の基準の内容

キ．保護者が職業安定
所登録日雇労働者

ク．PTA会費、学級費等
の学校納付金の減免が
行われている者

ケ．個人の事業
税の減免

コ．固定資産税
の減免

サ．学
校納付
金の納
付状態
の悪い
者、昼
食、被
服等が
悪い者
または
学用
品、通
学用品
等に不
自由し
ている
者等で
保護者
の生活
状態が
きわめ
て悪い
と認め
られるも
の

シ．経
済的な
理由に
よる欠
席日数
が多い
者 令和５年度

Ⅰ　令和６年度就学援助制度の実施について

カ．児童扶
養手当の
支給

ア．生活保護
法に基づく保
護の停止また
は廃止

イ．市区町
村民税の
非課税

ト．その
他

係数
（倍率）

係数
（倍率）

ス．保
護者の
職業が
不安定
で、生
活状態
が悪い
と認め
られる
者

セ．生
活福祉
資金に
よる貸
付け

ソ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛け
たもの
（生活
保護の
基準額
が変わ
ると自
動的に
要件が
変わる
もの）
（例：生
活保護
の1.3
倍、1.5
倍等）
（係数
（倍率）
を（４）
に記入
してくだ
さい。）

タ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛け
たもの
（生活
保護の
基準額
を参照
して額
を定め
ている
もの）
（例：生
活保護
の1.3倍
の額
（394万
円）、1.5
倍（455
万円）
等）（係
数（倍
率）を
（４）に

チ．特
別支援
教育就
学奨励
費の需
要額測
定に用
いる保
護基準
額、又
は同基
準額に
一定の
係数を
掛けた
もの（係
数（倍
率）を
（４）に
記入し
てくださ
い。記
入例は
コメント
欄参
照）

ツ．市
区町村
民税
（所得
割又は
均等
割）課
税最低
限度額
に一定
の係数
を掛け
たもの
（例：課
税最低
限度額
の1.0
倍、1.5
倍等）
（係数お
よび目
安額を
（５）に
記入し
てくださ
い。）

ウ．市区町村民
税の減免

エ．国民年金保
険料の免除

オ．国民
健康保険
法の保険
料の減免
または徴
収の猶予

３．就学援助制度の根拠規定・認定基準について
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市区町村都道府県

埼玉県 八潮市

埼玉県 富士見市

埼玉県 三郷市

埼玉県 蓮田市

４．就学援助率

（２）（１）
で ソ，タ
又はチ
に○を
した場
合，生
活保護
基準額
等に掛
ける係
数（倍
率）

（３）（１）
で ツに
○をし
た場
合，市
区町村
民税課
税最低
限度額
に掛け
る係数
（倍率）

倍 倍

44 44 39 38 38 48 14 14 30 32 12 13 15 25 16 26 17 1 3 13 59 1 13 1 63

（５）補足事項

テ．離
職や病
気等の
理由に
よって
家計が
急変し
た者

（１）　令和６年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）

（４）（１）でトと回答した場合，その他の基準の内容

キ．保護者が職業安定
所登録日雇労働者

ク．PTA会費、学級費等
の学校納付金の減免が
行われている者

ケ．個人の事業
税の減免

コ．固定資産税
の減免

サ．学
校納付
金の納
付状態
の悪い
者、昼
食、被
服等が
悪い者
または
学用
品、通
学用品
等に不
自由し
ている
者等で
保護者
の生活
状態が
きわめ
て悪い
と認め
られるも
の

シ．経
済的な
理由に
よる欠
席日数
が多い
者 令和５年度

Ⅰ　令和６年度就学援助制度の実施について

カ．児童扶
養手当の
支給

ア．生活保護
法に基づく保
護の停止また
は廃止

イ．市区町
村民税の
非課税

ト．その
他

係数
（倍率）

係数
（倍率）

ス．保
護者の
職業が
不安定
で、生
活状態
が悪い
と認め
られる
者

セ．生
活福祉
資金に
よる貸
付け

ソ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛け
たもの
（生活
保護の
基準額
が変わ
ると自
動的に
要件が
変わる
もの）
（例：生
活保護
の1.3
倍、1.5
倍等）
（係数
（倍率）
を（４）
に記入
してくだ
さい。）

タ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛け
たもの
（生活
保護の
基準額
を参照
して額
を定め
ている
もの）
（例：生
活保護
の1.3倍
の額
（394万
円）、1.5
倍（455
万円）
等）（係
数（倍
率）を
（４）に

チ．特
別支援
教育就
学奨励
費の需
要額測
定に用
いる保
護基準
額、又
は同基
準額に
一定の
係数を
掛けた
もの（係
数（倍
率）を
（４）に
記入し
てくださ
い。記
入例は
コメント
欄参
照）

ツ．市
区町村
民税
（所得
割又は
均等
割）課
税最低
限度額
に一定
の係数
を掛け
たもの
（例：課
税最低
限度額
の1.0
倍、1.5
倍等）
（係数お
よび目
安額を
（５）に
記入し
てくださ
い。）

ウ．市区町村民
税の減免

エ．国民年金保
険料の免除

オ．国民
健康保険
法の保険
料の減免
または徴
収の猶予

３．就学援助制度の根拠規定・認定基準について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 10%未満

○ 1.3 15%未満

○ ○ ○ 市県民税所得割非課税基準額×１．３倍 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 20%未満
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市区町村都道府県

埼玉県 坂戸市

埼玉県 幸手市

埼玉県 鶴ヶ島市

埼玉県 日高市

埼玉県 吉川市

埼玉県 ふじみ野市

埼玉県 白岡市

埼玉県 伊奈町

埼玉県 三芳町

埼玉県 毛呂山町

埼玉県 越生町

埼玉県 滑川町

埼玉県 嵐山町

埼玉県 小川町

埼玉県 川島町

埼玉県 吉見町

埼玉県 鳩山町

埼玉県 ときがわ町

埼玉県 横瀬町

埼玉県 皆野町

埼玉県 長瀞町

埼玉県 小鹿野町

埼玉県 東秩父村

埼玉県 美里町

埼玉県 神川町

埼玉県 上里町

埼玉県 寄居町

埼玉県 宮代町

埼玉県 杉戸町

埼玉県 松伏町

４．就学援助率

（２）（１）
で ソ，タ
又はチ
に○を
した場
合，生
活保護
基準額
等に掛
ける係
数（倍
率）

（３）（１）
で ツに
○をし
た場
合，市
区町村
民税課
税最低
限度額
に掛け
る係数
（倍率）

倍 倍

44 44 39 38 38 48 14 14 30 32 12 13 15 25 16 26 17 1 3 13 59 1 13 1 63

（５）補足事項

テ．離
職や病
気等の
理由に
よって
家計が
急変し
た者

（１）　令和６年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）

（４）（１）でトと回答した場合，その他の基準の内容

キ．保護者が職業安定
所登録日雇労働者

ク．PTA会費、学級費等
の学校納付金の減免が
行われている者

ケ．個人の事業
税の減免

コ．固定資産税
の減免

サ．学
校納付
金の納
付状態
の悪い
者、昼
食、被
服等が
悪い者
または
学用
品、通
学用品
等に不
自由し
ている
者等で
保護者
の生活
状態が
きわめ
て悪い
と認め
られるも
の

シ．経
済的な
理由に
よる欠
席日数
が多い
者 令和５年度

Ⅰ　令和６年度就学援助制度の実施について

カ．児童扶
養手当の
支給

ア．生活保護
法に基づく保
護の停止また
は廃止

イ．市区町
村民税の
非課税

ト．その
他

係数
（倍率）

係数
（倍率）

ス．保
護者の
職業が
不安定
で、生
活状態
が悪い
と認め
られる
者

セ．生
活福祉
資金に
よる貸
付け

ソ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛け
たもの
（生活
保護の
基準額
が変わ
ると自
動的に
要件が
変わる
もの）
（例：生
活保護
の1.3
倍、1.5
倍等）
（係数
（倍率）
を（４）
に記入
してくだ
さい。）

タ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛け
たもの
（生活
保護の
基準額
を参照
して額
を定め
ている
もの）
（例：生
活保護
の1.3倍
の額
（394万
円）、1.5
倍（455
万円）
等）（係
数（倍
率）を
（４）に

チ．特
別支援
教育就
学奨励
費の需
要額測
定に用
いる保
護基準
額、又
は同基
準額に
一定の
係数を
掛けた
もの（係
数（倍
率）を
（４）に
記入し
てくださ
い。記
入例は
コメント
欄参
照）

ツ．市
区町村
民税
（所得
割又は
均等
割）課
税最低
限度額
に一定
の係数
を掛け
たもの
（例：課
税最低
限度額
の1.0
倍、1.5
倍等）
（係数お
よび目
安額を
（５）に
記入し
てくださ
い。）

ウ．市区町村民
税の減免

エ．国民年金保
険料の免除

オ．国民
健康保険
法の保険
料の減免
または徴
収の猶予

３．就学援助制度の根拠規定・認定基準について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
教育委員会が経済的理由により援助の必要がある
と認めるもの

15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 15%未満

○ ○ 1.3 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
失業による家計の急変、減額・休職・休業・被災・罹
災による家計の急変

15%未満

○ ○ ○ ○ 1.3 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 10%未満

○ 1.3 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 学校長の所見等から教育委員会が認めた者。 15%未満

○ ○ 1.3 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 15%未満

○ 1.3 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
その他教育委員会が特に給付する必要があると認
めた場合

10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 1.5 15%未満

○ ○ ○ 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ 1.3 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
特支奨励費の保護基準額（1.3倍）から外れるが、家
庭の状況を考慮し認定

20%未満

○ 1.3 25%未満
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埼玉県 さいたま市

埼玉県 川越市

埼玉県 熊谷市

埼玉県 川口市

埼玉県 行田市

埼玉県 秩父市

埼玉県 所沢市

埼玉県 飯能市

埼玉県 加須市

埼玉県 本庄市

埼玉県 東松山市

埼玉県 春日部市

埼玉県 狭山市

埼玉県 羽生市

埼玉県 鴻巣市

埼玉県 深谷市

埼玉県 上尾市

埼玉県 草加市

埼玉県 越谷市

埼玉県 蕨市

埼玉県 戸田市

埼玉県 入間市

埼玉県 朝霞市

埼玉県 志木市

埼玉県 和光市

埼玉県 新座市

埼玉県 桶川市

埼玉県 久喜市

埼玉県 北本市

市区町村都道府県

費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項

63 0 0 9 9 9 53 53 2 6 63 0 0 4 4 4 59 59 0 0 13 10 10 3 3 3 0 0 0 6 63 29 29 33 33 33 1 1 0 2 13 3 3 8 8 8 2 2 0 0 37 1 1 13 13 13 21 21 2 7 17

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 0 対象者なし ○ ○ 24131 ○ ○ 14000 1世帯当たり

・通学費は令和５年度実績なしのため、０円。
・オンライン学習通信費は一世帯当たりの金額。
・学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）発行費
は、１回の上限金額３，３００円で、必要に応じて複数
回申請可能。

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 40020 0 実績なし ○ ○ 22282

○ ○ ※
１年生：11,630円、
２～６年生：13,900
円

○ ○ 57060 ○ ○ 24827 ○ ○ 14000

○ ○ 11628 ○ ○ 54060 ○ ○ 0 R5実績なし ○ ○ 21384

・通学費：実費と定期代を比較して低廉な額を支給。
・修学旅行費：国立学校及び川口市立以外の公立学
校に在籍する児童及び生徒（就学指定校変更及び
区域外就学を承諾された児童及び
生徒を除く。）の場合は、その年の要保護児童生徒
援助費補助金予算単価を上限額とする。

○ ○ 11630 ○ ○ 54790 ○ ○ 22690 22294 令和５年度実績額

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 22690 17879

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 22462

・学用品費、通学用品費、校外活動費（宿泊を伴わ
ないもの）については、３費目あたり1年生13,230円
（1,203円×10ヵ月、1,200円×1ヵ月）、2年～6年生
15,500円（1,410円×10ヵ月、1,400円×1ヵ月）を支給
する。
・修学旅行費、医療費・学校給食費及び校外活動費
（宿泊を伴うもの）は令和5年度の実績額

○ ○ ※

学用品費は、１年
生については
13,230円、２～６年
生については
15,500円を支給し
ている。

○ ○ 57060 ○ ○ 22690 21530

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 22690 20600 ○ ○ 11000 10874 ○ ○ 14000

○ ○ 11630 ○ ○ 54060 ○ ○ 25001
校外活動費（宿泊を伴わないもの）については、学用
品費に合算して支給しています。

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 22690 22027 1年生は通学用品費の支給対象外

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 23302

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 22156 ○ ○ 9586 ○ ○ 7000

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 22690 21240 ○ ○ 11000 ○ ○ 14000
・通学用品費は1年生を除く
・給食費は月額4,100円

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 23940 ○ ○ 14000 オンライン学習通信費は令和６年度から新設

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 9296 ○ ○ 21890 ○ ○
１世帯当たり１４,０００円。兄弟がいた場合は兄弟の
うち１番上の児童に支給

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 21340 ○ ○ 14000 7272

○ ○ 15200 小1は、12,970円 ○ ○ 54060 ○ ○ 22252

○ ○ 11630 ○ ○ 54060 ○ ○ 22690 20708

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 24825 ○ ○ 14000
1世帯あたり（兄弟
は上の学年に支
給）

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 0 ○ ○ 22808 ○ ○ 6890 ○ ○ 14004
・通学費、医療費は費目設定ありだが、令和５年度
実績なし。

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 20000

○ ○

第1学年11,630円
他の学年13,900円
※学用品費と通学
用品費を併せてい
る。

○ ○ 57060 ○ ○ 0 ○ ○ 19434 ○ ○ 14000 ・通学費について、令和５年度の支給実績なし。

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 0 ○ ○ 18625 ○ ○ 14000 12450

○ ○ ※ ○ ○ 57060 ○ ○ 18975 ○ ○ 14000
・学用品費は１年が11,630円、2年から6年が13,390
円　　・通学用品費は学用品費に含む
・医療費は令和5年度中の支給実績なし

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 6728 ○ ○ 20000 予算単価 ○ ○ 6000

○ ○ ※ ○ ○ 57060 ○ ○ 22429 ○ ○ 14000 世帯単位で支給
学用品費・通学用品費は併せて支給。小学校は1年
生11,630円、2年～6年生13,900円。

○ ○ 11630 11630 ○ ○ 54060 ○ ○ 22690 22690 ○ ○ 14000 14000 第1子のみ対象

○ ○ 11630 10820 ○ ○ 57060 ○ ○ 24056 ○ ○ 14000 0
一世帯当たり。R6
～

学用品費

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

卒業アルバム代等 オンライン学習通信費修学旅行費

Ⅰ　令和６年度就学援助制度の実施について

５．令和６年度準要保護就学援助額

（１）費目毎の援助額

新入学児童生徒学用品費等 通学費 （２）補足事項
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市区町村都道府県

埼玉県 八潮市

埼玉県 富士見市

埼玉県 三郷市

埼玉県 蓮田市

費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項

63 0 0 9 9 9 53 53 2 6 63 0 0 4 4 4 59 59 0 0 13 10 10 3 3 3 0 0 0 6 63 29 29 33 33 33 1 1 0 2 13 3 3 8 8 8 2 2 0 0 37 1 1 13 13 13 21 21 2 7 17

学用品費

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

卒業アルバム代等 オンライン学習通信費修学旅行費

Ⅰ　令和６年度就学援助制度の実施について

５．令和６年度準要保護就学援助額

（１）費目毎の援助額

新入学児童生徒学用品費等 通学費 （２）補足事項

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 0 実績なし ○ ○ 22690 22459 ○ ○ 14000

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 22690 22090 ○ ○

世帯ごとに支給。予
算計上単価6,000
円。年間上限額は
12,000円。

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 22690 21842

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 22690 22690



63 63

市区町村都道府県

埼玉県 坂戸市

埼玉県 幸手市

埼玉県 鶴ヶ島市

埼玉県 日高市

埼玉県 吉川市

埼玉県 ふじみ野市

埼玉県 白岡市

埼玉県 伊奈町

埼玉県 三芳町

埼玉県 毛呂山町

埼玉県 越生町

埼玉県 滑川町

埼玉県 嵐山町

埼玉県 小川町

埼玉県 川島町

埼玉県 吉見町

埼玉県 鳩山町

埼玉県 ときがわ町

埼玉県 横瀬町

埼玉県 皆野町

埼玉県 長瀞町

埼玉県 小鹿野町

埼玉県 東秩父村

埼玉県 美里町

埼玉県 神川町

埼玉県 上里町

埼玉県 寄居町

埼玉県 宮代町

埼玉県 杉戸町

埼玉県 松伏町

費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項

63 0 0 9 9 9 53 53 2 6 63 0 0 4 4 4 59 59 0 0 13 10 10 3 3 3 0 0 0 6 63 29 29 33 33 33 1 1 0 2 13 3 3 8 8 8 2 2 0 0 37 1 1 13 13 13 21 21 2 7 17

学用品費

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

卒業アルバム代等 オンライン学習通信費修学旅行費

Ⅰ　令和６年度就学援助制度の実施について

５．令和６年度準要保護就学援助額

（１）費目毎の援助額

新入学児童生徒学用品費等 通学費 （２）補足事項

○ ○ 11630 10791 ○ ○ 57060 ○ ○ 22998

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 40020 0 ○ ○ 22690 22048 ○ ○ 14000 13463

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 22690 21346

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 22690 21553
「学校給食費」については、小学校１年生及び義務教
育学校１年生は４月が５食分のため39,120円。

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 22690 22690 ○ ○ 11000 11000 ○ ○ 14000

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 22228
医療費の支給平均額0円については、支給実績なし
のため。

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 23020

○ ○ 11630 ○ ○ 54060 ○ ○ 22690 17547 ○ ○ 14000

○ ○ 11630 ○ ○ 54060 ○ ○ 23564

○ ○ 11630 11630 ○ ○ 57060 57060 ○ ○ 22690 22690

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 22690 22285

○ ○ 11630 ○ ○ 54060 ○ ○ 22690 22370 ○ ○ 11000 8900 ○ ○ 14000

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 21658 ○ ○ 10090

○ ○ 11630 10879 ○ ○ 57060 50000 ○ ○ 22690 20317 ○ ○ 11000 9152 ○ ○ 14000 3600

○ ○ 11630 ○ ○ 54060 ○ ○ 22690 21873 ○ ○ 12093 医療費実績なし

○ ○ 11630 10156 ○ ○ 57060 51287 ○ ○ 22690 21616 ○ ○ 11000 9800 ○ ○ 14000 3296

○ ○ 13900 13539 ○ ○ 57060 54060 ○ ○ 22690 22690 ○ ○ 11000 9950 ○ ○ 14000 2334
・通学用品費については、学用品費に含んでいる。
・生徒会費の実績がない理由については、元々児童
（生徒）会が存在しないため。

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 22690 22011 ○ ○ 11000 9125

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 22690 22690 ○ ○ 14000

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 0 実績無し ○ ○ 20000 ○ ○ 11000 ○ ○ 14000

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 0 実績なし ○ ○ 22690 16551 ○ ○ 14000 1399

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 40020 0 ○ ○ 22690 15250 ○ ○ 11000 9500 ○ ○ 14000

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 22690 21415 ○ ○ 14000 7000
・医療費は実績なし
・学校給食費は無償化のため実績なし

○ ○ 11630 ○ ○ 51060 ○ ○ 15000

○ ○ 11630 10608 ○ ○ 57060 ○ ○ 23687 ○ ○ 14000 12809

○ ○ ※
１年生11,630円
2～6年生13,900円

○ ○ 57060 ○ ○ 23320 ○ ○ 14000 0
対象がいなかった
ため実績なし

○ ○ 13900 ○ 小1は11,630円 ○ ○ 57060 ○ ○ 22690 22690 ○ ○ 14000

○ ○ 11640 ○ ○ 51110 ○ ○ 21580 21338 ○ ○ 14040

○ ○ 11630 10422 ○ ○ 54060 ○ ○ 22690 20486 ○ ○ 14000 14000

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 22690 22690



63 63

埼玉県 さいたま市

埼玉県 川越市

埼玉県 熊谷市

埼玉県 川口市

埼玉県 行田市

埼玉県 秩父市

埼玉県 所沢市

埼玉県 飯能市

埼玉県 加須市

埼玉県 本庄市

埼玉県 東松山市

埼玉県 春日部市

埼玉県 狭山市

埼玉県 羽生市

埼玉県 鴻巣市

埼玉県 深谷市

埼玉県 上尾市

埼玉県 草加市

埼玉県 越谷市

埼玉県 蕨市

埼玉県 戸田市

埼玉県 入間市

埼玉県 朝霞市

埼玉県 志木市

埼玉県 和光市

埼玉県 新座市

埼玉県 桶川市

埼玉県 久喜市

埼玉県 北本市

市区町村都道府県

６．その他

費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６年
度単価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項

63 0 0 9 9 9 53 53 2 6 63 0 0 4 4 4 59 59 0 0 13 10 10 3 3 3 0 0 0 4 63 29 29 33 33 33 1 1 0 2 13 3 3 8 8 8 2 2 0 0 37 0 0 13 13 13 22 22 2 8 19 2

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 0 ○ ○ 68906 ○ ○ 14000 １世帯当たり

・通学費は令和５年度実績なしのため、０円。
・オンライン学習通信費は一世帯当たりの金
額。
・学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）発
行費は、１回の上限金額３，３００円で、必要に
応じて複数回申請可能。

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 80880 0 実績なし ○ ○ 58368

○ ○ ※
１年生：22,730円、
２～６年生：25,000
円

○ ○ 63000 ○ ○ 65445 ○ ○ 14000

○ ○ 22728 ○ ○ 63000 ○ ○ 32432 ○ ○ 66835

・通学費：実費と定期代を比較して低廉な額を
支給。
・修学旅行費：国立学校及び川口市立以外の
公立学校に在籍する児童及び生徒（就学指定
校変更及び区域外就学を承諾された児童及
び
生徒を除く。）の場合は、その年の要保護児童
生徒援助費補助金予算単価を上限額とする。

○ ○ 22730 ○ ○ 60730 ○ ○ 60910 58827 令和５年度実績額

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 60910 60706
体育実技用具費…柔道：実費（上限7,650
円）、剣道：実費（上限52,900円）、スキー：実
費（上限38,030円）

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 61201

・学用品費、通学用品費、校外活動費（宿泊を
伴わないもの）については、3費目あたり1年生
25,040円（2,277円×10ヵ月、2,270円×1ヵ
月）、2・3年生27,310円（2,483円×10ヵ月、
2,480円×1ヵ月）
・体育実技用具費、医療費・学校給食費、修
学旅行費及び校外活動費（宿泊を伴うもの）
は令和5年度の実績額

○ ○ ※

学用品費は、１年
生については
25,040円、２～３年
生については
27,310円を支給し
ている。

○ ○ 63000 ○ ○ 60910 59149

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 60910 60694 ○ ○ 8800 7142 ○ ○ 14000

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 68550
校外活動費（宿泊を伴わないもの）について
は、学用品費に合算して支給しています。

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 60910 58541 1年生は通学用品費の支給対象外

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 63359

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 58157 ○ ○ 8602 ○ ○ 7000

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 60910 60365 ○ ○ 8800 ○ ○ 14000
・通学用品費は1年生を除く
・給食費は月額4,900円。3年生3月分のみ日
割で支給

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 65123 ○ ○ 14000 オンライン学習通信費は令和６年度より新設
就学援助世帯へモバイルルーターの貸出を実施して
いる。

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 0 ○ ○ 60910 ○ ○
オンライン学習通信費：１世帯あたり14,000
円。兄弟がいた場合は、兄弟のうち一番上の
生徒に支給。

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 59050 ○ ○ 14000 1713

○ ○ 26790 中1は24,560円 ○ ○ 63000 ○ ○ 66514

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 60910 60366

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 57752 ○ ○ 14000
1世帯あたり（兄弟
は上の学年に支
給）

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 0 ○ ○ 72233 ○ ○ 5412 ○ ○ 14004
・通学費、医療費は費目設定ありだが、令和５
年度実績なし。

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 65700

○ ○

第1学年22,730円
他の学年25,000円
※学用品費と通学
用品費を併せてい
る。

○ ○ 63000 ○ ○ 0 ○ ○ 61209 ○ ○ 14000
・通学費について、令和５年度の支給実績な
し。

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 0 ○ ○ 62956 ○ ○ 14000 13272

○ ○ ※ ○ ○ 63000 ○ ○ 60261 ○ ○ 14000
・学用品費は１年が22,730円、2年から3年が
25,000円　　・通学用品費は学用品費に含む
・医療費は令和5年度中の支給実績なし

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 43000 R4実績 ○ ○ 65640 予算単価 ○ ○ 6000

○ ○ ※ ○ ○ 63000 ○ ○ 59670 ○ ○ 14000 世帯単位で支給
学用品費・通学用品費は、併せて支給。1年生
22,730円、2年生～3年生25,000円。

○ ○ 22730 22730 ○ ○ 60000 ○ ○ 60910 60910 ○ ○ 14000 14000 第1子のみ対象

○ ○ 22730 22094 ○ ○ 63000 ○ ○ 66894 ○ ○ 14000 0
一世帯当たり。R6
～

就学援助制度の運用や、経済的に困窮している児童
生徒に対する貴市町村の取組・対応について、これ
までの回答への補足があればご記入ください。

卒業アルバム代等 オンライン学習通信費通学費 修学旅行費学用品費 新入学児童生徒学用品費等

２．中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

Ⅰ　令和６年度就学援助制度の実施について

５．令和６年度準要保護就学援助額

（２）補足事項

（１）費目毎の援助額



63 63

市区町村都道府県

埼玉県 八潮市

埼玉県 富士見市

埼玉県 三郷市

埼玉県 蓮田市

６．その他

費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６年
度単価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項

63 0 0 9 9 9 53 53 2 6 63 0 0 4 4 4 59 59 0 0 13 10 10 3 3 3 0 0 0 4 63 29 29 33 33 33 1 1 0 2 13 3 3 8 8 8 2 2 0 0 37 0 0 13 13 13 22 22 2 8 19 2

就学援助制度の運用や、経済的に困窮している児童
生徒に対する貴市町村の取組・対応について、これ
までの回答への補足があればご記入ください。

卒業アルバム代等 オンライン学習通信費通学費 修学旅行費学用品費 新入学児童生徒学用品費等

２．中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

Ⅰ　令和６年度就学援助制度の実施について

５．令和６年度準要保護就学援助額

（２）補足事項

（１）費目毎の援助額

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 0 実績なし ○ ○ 60910 54799 ○ ○ 14000

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 60910 40979 ○ ○

世帯ごとに支給。予
算計上単価6,000
円。年間上限額は
12,000円。

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 60910 60906

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 60910 60910



63 63

市区町村都道府県

埼玉県 坂戸市

埼玉県 幸手市

埼玉県 鶴ヶ島市

埼玉県 日高市

埼玉県 吉川市

埼玉県 ふじみ野市

埼玉県 白岡市

埼玉県 伊奈町

埼玉県 三芳町

埼玉県 毛呂山町

埼玉県 越生町

埼玉県 滑川町

埼玉県 嵐山町

埼玉県 小川町

埼玉県 川島町

埼玉県 吉見町

埼玉県 鳩山町

埼玉県 ときがわ町

埼玉県 横瀬町

埼玉県 皆野町

埼玉県 長瀞町

埼玉県 小鹿野町

埼玉県 東秩父村

埼玉県 美里町

埼玉県 神川町

埼玉県 上里町

埼玉県 寄居町

埼玉県 宮代町

埼玉県 杉戸町

埼玉県 松伏町

６．その他

費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６年
度単価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項

63 0 0 9 9 9 53 53 2 6 63 0 0 4 4 4 59 59 0 0 13 10 10 3 3 3 0 0 0 4 63 29 29 33 33 33 1 1 0 2 13 3 3 8 8 8 2 2 0 0 37 0 0 13 13 13 22 22 2 8 19 2

就学援助制度の運用や、経済的に困窮している児童
生徒に対する貴市町村の取組・対応について、これ
までの回答への補足があればご記入ください。

卒業アルバム代等 オンライン学習通信費通学費 修学旅行費学用品費 新入学児童生徒学用品費等

２．中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

Ⅰ　令和６年度就学援助制度の実施について

５．令和６年度準要保護就学援助額

（２）補足事項

（１）費目毎の援助額

○ ○ 22730 21477 ○ ○ 63000 ○ ○ 57265

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 80880 0 ○ ○ 60910 57977 ○ ○ 14000 13626 ※給食費：中学3年生は、52,500円が上限額

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 60910 57857

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 60910 60413
「学校給食費」については、中学校３年生及び
義務教育学校９年生は３月が半額のため
49,350円。

学校給食費の支給については、保護者からの徴収
はせずに、実績に基づき教育委員会から学校給食セ
ンターへ支払いを行っている。

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 60910 60910 ○ ○ 8800 8800 ○ ○ 14000

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 58159
校外活動費（宿泊を伴うもの）及び医療費の
支給平均額0円については、支給実績なしの
ため。

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 62118

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 60910 56077 ○ ○ 14000

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 57788

○ ○ 22730 22730 ○ ○ 63000 63000 ○ ○ 60910 60910

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 60910 53453

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 63000 60910 ○ ○ 8800 6050 ○ ○ 14000

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 56557 ○ ○ 8800

○ ○ 22730 22086 ○ ○ 63000 60000 ○ ○ 60910 59724 ○ ○ 8800 7521 ○ ○ 14000 3600

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 60910 59683 ○ ○ 14000
校外活動費（宿泊を伴うもの）実績なし
医療費実績なし

○ ○ 22730 18656 ○ ○ 63000 45990 ○ ○ 60910 58092 ○ ○ 8800 6300 ○ ○ 14000 2569

○ ○ 25000 23276 ○ ○ 63000 51000 ○ ○ 60910 60910 ○ ○ 8800 6600 ○ ○ 14000 13413
・通学用品費については、学用品費に含んで
いる。

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 60910 60910 ○ ○ 8800 8800

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 60910 60910 ○ ○ 14000

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 0 実績無し ○ ○ 60000 ○ ○ 8800 ○ ○ 14000

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 25113 ○ ○ 60910 60910 ○ ○ 14000 0 実績なし

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 80880 0 ○ ○ 60910 60910 ○ ○ 8800 8800 ○ ○ 14000

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 60910 0 ○ ○ 14000 0
・修学旅行費、オンライン学習通信費は実績
なし
・学校給食費は無償化のため実績なし

○ ○ 22730 ○ ○ 60000 ○ ○ 30000

○ ○ 22730 20710 ○ ○ 63000 ○ ○ 65000 ○ ○ 14000 12582

○ ○ ※
１年生22,730円
2,3年生25,000円

○ ○ 63000 ○ ○ 63635 ○ ○ 14000 0
対象者がいなかっ
たため実績なし

○ ○ 11630 ○ 中1は11,630円 ○ ○ 63000 ○ ○ 60910 60910 ○ ○ 14000

○ ○ 22740 ○ ○ 60980 ○ ○ 57720 57720 ○ ○ 14040

○ ○ 22730 21540 ○ ○ 60910 ○ ○ 60910 60910 ○ ○ 14000 14000

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 60910 60910


